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法令上の修正手続きでないため見

直ししない 

 

志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画  読替前後比較表 

 

別紙 

 

＜変更項目＞ 

①7/1 法的分離の準備に向け

た組織改正による名称変更 

②保安規定改正［H29.7.12］

を受けた名称変更等 

③その他変更 
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現 行 読替後 備 考 

 

 修 正 履 歴 

修正番号 年  月  日 内     容 

－ Ｈ１２．６．１６ 施行 

１ Ｈ１３．５．２９ 
本店組織改編、省庁再編及び地域防災計画修正等に

伴う修正 

２ Ｈ１４．９．４ 
本店組織改編、富来町業務分掌変更、指定地方行政

機関再編等に伴う修正 

３ Ｈ１６．８．２ 
２号機初装荷燃料搬入、行政機関の組織改正、発電 

所組織改編等に伴う修正 

４ Ｈ１８．３．８ 

市町村合併、行政機関の組織改正、指定地方行政機

関再編、２号機営業運転開始による発電所組織改編

に伴う修正 

５ Ｈ１９．３．１ 社内組織改編に伴う修正、省庁名称の変更 

６ Ｈ２０．３．７ 原子力本部の役割の明確化に係る修正 

７ Ｈ２１．２．２７ 記載の適正化に係る修正 

８ Ｈ２２．３．１５ 
緊急時プラント情報伝送システム（ＳＰＤＳ）の 

常時伝送化に伴う修正 

９ Ｈ２５．３．１８ 原子力災害対策特別措置法改正等に伴う修正 

１０ Ｈ２５．１２．１ 原子力災害対策特別措置法政省令改正等に伴う修正 

１１ Ｈ２６．１０．２２ 緊急時活動レベル（ＥＡＬ）の明確化等に伴う修正 

１２ Ｈ２８．４．１ 原子力防災要員の見直し等に伴う修正 

１３ Ｈ２９．３．３１ 原子力緊急事態支援組織本格運用開始等に伴う修正 

１４ Ｈ２９．１０．３０ 原子力災害対策特別措置法省令改正等に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修 正 履 歴 

修正番号 年  月  日 内     容 

－ Ｈ１２．６．１６ 施行 

１ Ｈ１３．５．２９ 
本店組織改編、省庁再編及び地域防災計画修正等に

伴う修正 

２ Ｈ１４．９．４ 
本店組織改編、富来町業務分掌変更、指定地方行政

機関再編等に伴う修正 

３ Ｈ１６．８．２ 
２号機初装荷燃料搬入、行政機関の組織改正、発電 

所組織改編等に伴う修正 

４ Ｈ１８．３．８ 

市町村合併、行政機関の組織改正、指定地方行政機

関再編、２号機営業運転開始による発電所組織改編

に伴う修正 

５ Ｈ１９．３．１ 社内組織改編に伴う修正、省庁名称の変更 

６ Ｈ２０．３．７ 原子力本部の役割の明確化に係る修正 

７ Ｈ２１．２．２７ 記載の適正化に係る修正 

８ Ｈ２２．３．１５ 
緊急時プラント情報伝送システム（ＳＰＤＳ）の 

常時伝送化に伴う修正 

９ Ｈ２５．３．１８ 原子力災害対策特別措置法改正等に伴う修正 

１０ Ｈ２５．１２．１ 原子力災害対策特別措置法政省令改正等に伴う修正 

１１ Ｈ２６．１０．２２ 緊急時活動レベル（ＥＡＬ）の明確化等に伴う修正 

１２ Ｈ２８．４．１ 原子力防災要員の見直し等に伴う修正 

１３ Ｈ２９．３．３１ 原子力緊急事態支援組織本格運用開始等に伴う修正 

１４ Ｈ２９．１０．３０ 

（Ｈ３０．７．１） 

原子力災害対策特別措置法省令改正等に伴う修正 

（送配電部門の法的分離移行準備組織の設置に伴う

組織名称の変更、発電所防災体制の名称変更、その

他変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み替え理由を追記 
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現 行 読替後 備 考 

第３章  緊急事態応急対策等の実施 

（中略） 

第２節  応急措置の実施 
 

 原子力防災管理者は、本節１．から１１．（事業所外運搬の場合は、本節１２．）

に掲げる応急措置について、その内容及び実施担当者を明確にした応急措置計画を

策定し、それに基づき、応急措置を実施する。 

 なお、原子力防災管理者は、原子力規制委員会又は国土交通大臣から規制法第６

４条第３項に基づく命令があった場合は、速やかにその対応を行う。 

 

（中略） 

 

 ４．消火活動 

   発電所本部救護警備班長は、火災が発生した場合は、速やかにその状況を把

握し、化学消防隊等の自衛消防組織を活用し、迅速に初期消火活動を行うとと

もに、消防機関と協力して消火活動を行う。 

 

（中略） 

 

 ８．応急復旧 

 （１） 施設及び設備の整備並びに点検 

     発電所本部発電班長は、中央制御室の計器等による監視及び可能な範囲

における巡視点検の実施により、発電所設備の状況、機器の動作状況等を

把握する。 

 （２） 応急の復旧対策 

     発電所本部復旧班長は、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）

の拡大の防止を図るため、別表－１３の業務を含めて応急復旧計画を策定

し、それに基づき、復旧対策を実施する。 

 

 ９．原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための措置 

   発電所本部の関係する各班長は、事故状況の把握、事故の拡大防止及び被害

の拡大に関する推定を行い、原子力災害の発生又は拡大の防止を図るため次に

掲げる事項について措置を検討し、実施する。 

 （１） 発電所本部技術班長は、主要運転データにより原子炉系の運転状態を把

握し、燃料破損又はその可能性の有無を評価する。 

 （２） 発電所本部発電班長及び技術班長は、発生事象に対する工学的安全施設

等の健全性及び運転可能な状態の継続性を把握し、事故の拡大の可能性を

予測するとともに、放射性物質が外部へ放出される可能性を評価する。  

第３章  緊急事態応急対策等の実施 

（中略） 

第２節  応急措置の実施 
 

 原子力防災管理者は、本節１．から１１．（事業所外運搬の場合は、本節１２．）

に掲げる応急措置について、その内容及び実施担当者を明確にした応急措置計画を

策定し、それに基づき、応急措置を実施する。 

 なお、原子力防災管理者は、原子力規制委員会又は国土交通大臣から規制法第６

４条第３項に基づく命令があった場合は、速やかにその対応を行う。 

 

（中略） 

 

 ４．消火活動 

   発電所本部緊急時即応班長は、火災が発生した場合は、速やかにその状況を

把握し、化学消防隊等の自衛消防組織を活用し、迅速に初期消火活動を行うと

ともに、消防機関と協力して消火活動を行う。 

 

（中略） 

 

 ８．応急復旧 

 （１） 施設及び設備の整備並びに点検 

     発電所本部プラント班長は、中央制御室の計器等による監視及び可能な

範囲における巡視点検の実施により、発電所設備の状況、機器の動作状況

等を把握する。 

 （２） 応急の復旧対策 

     発電所本部緊急時即応班長及び復旧班長は、原子力災害（原子力災害が

生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため、別表－１３の業務を含め

て応急復旧計画を策定し、それに基づき、復旧対策を実施する。 

 

 ９．原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための措置 

   発電所本部の関係する各班長は、事故状況の把握、事故の拡大防止及び被害

の拡大に関する推定を行い、原子力災害の発生又は拡大の防止を図るため次に

掲げる事項について措置を検討し、実施する。 

 （１） 発電所本部技術班長は、主要運転データにより原子炉系の運転状態を把

握し、燃料破損又はその可能性の有無を評価する。 

 （２） 発電所本部技術班長及びプラント班長は、発生事象に対する工学的安全

施設等の健全性及び運転可能な状態の継続性を把握し、事故の拡大の可能

性を予測するとともに、放射性物質が外部へ放出される可能性を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②保安規定改正を受けた名称変更
（消火活動を行う機能班を緊急
時即応班に名称変更） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②班名称変更 
 
 
 
 
②保安規定改正を受けた変更（可
搬式設備による応急復旧の対策
を行う機能班を緊急時即応班に
移管） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②班名称変更 
③記載の適正化 
（班の記載順序を統一） 
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現 行 読替後 備 考 

 （３） 発電所本部技術班長及び放射線管理班長は、可能な限り燃料破損の程度

を定量的に推定し、外部へ放出される放射性物質の予測を行う。 

 （４） 発電所本部発電班長は、事故の拡大のおそれがある場合は、事故拡大防

止に関する運転上の措置を行う。 

 （５） 発電所本部放射線管理班長は、環境への放射性物質の放出状況、気象状

況等から、事故による周辺環境への影響を予測する。 

 

（中略） 

 

第５章 その他 

 

（中略） 

 

第２節  附則 

 

 本計画は、平成２９年１０月３０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３） 発電所本部技術班長及び放射線管理班長は、可能な限り燃料破損の程度

を定量的に推定し、外部へ放出される放射性物質の予測を行う。 

 （４） 発電所本部プラント班長は、事故の拡大のおそれがある場合は、事故拡

大防止に関する運転上の措置を行う。 

 （５） 発電所本部放射線管理班長は、環境への放射性物質の放出状況、気象状

況等から、事故による周辺環境への影響を予測する。 

 

（中略） 

 

第５章 その他 

 

（中略） 

 

第２節  附則 

 

 本計画は、平成３０年７月１日から施行する。 

 

 

 
②班名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行日の変更 
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現 行 読替後 備 考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②保安規定改正を受けた変
更（消火活動を行う機能
班を緊急時即応班に移
管） 

 
 
 
②保安規定改正を受けた変
更（可搬式設備の対応と
消火活動を行う機能班を
緊急時即応班に移管） 

 
 
 
 
②保安規定改正を受けた変
更（可搬式設備による応
急復旧の対策を行う機能
班を緊急時即応班に移
管） 

 
 
 
 
 
 
 
②班名称変更 
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現 行 読替後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①情報通信部の名称変更 
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現 行 読替後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①情報通信部の名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②保安規定改正を受けた変更 

 

 

②班名称変更 

 

 

  

情
報
通
信
班 

情
報
シ
ス
テ
ム
班 
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現 行 読み替え後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①情報通信部の名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②保安規定改正を受けた変更 

 

②班名称変更 

 

 

 

 

  

情
報
通
信
班 

情
報
シ
ス
テ
ム
班 

 



（9／13） 

 

 

 

現 行 読替後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③記載の適正化 

（原子力本部副本部長の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③記載の適正化 

（班の記載順序を統一） 

 

 

 

 

 

 

 

①情報通信部の名称変更 
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現 行 読替後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①7/1 法的分離の準備に向けた組

織改正による名称変更 

 

①7/1 法的分離の準備に向けた組

織改正による名称変更 
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現 行 読替後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②班名称変更 

 

 

 

 

③記載の適正化 

（班の記載順序を統一） 
 

 
②班名称変更 

 

②保安規定改正を受けた変更（可

搬式設備による応急復旧の対策

を行う機能班を緊急時即応班に

移管） 
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現 行 読替後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①7/1 法的分離の準備に向けた組

織改正による名称変更 

 

 

 

 

 

①7/1 法的分離の準備に向けた組

織改正による名称変更 
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現 行 読替後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②班名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


